
特殊作業員　著しい制約(1.14) 0.08人
普通作業員　著しい制約(1.14) 0.08人

なお、代価表10号は閉塞キャップは使用いたしません。

明細書第１６号足掛け金物設置撤去代価表第５０号の歩掛を
教えてください

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075・2076
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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1

回　　　　答

明細書第４号閉塞工代価表９号及び１０号閉塞キャップ取付工
の歩掛を教えてください

特殊作業員　著しい制約(1.14) 0.075人
　　　　　普通作業員　著しい制約(1.14) 0.075人　です。

　

質疑・回答書

告示番号 件　　　　名 令和３年度下水道修繕工事（№４）


